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主 な 記 事

いま“政治は変えられる”
請願署名で多数の紹介議員を

国会請願へむけて、会長を先頭に署名を訴える同盟新潟県本部

米
兵
女
子
暴
行
事
件
に
抗
議
す
る
沖
縄
県
民
大
会
（
三
月
二
十
三

日
）
は
、
雨
の
中
六
千
人
が
つ
ど
い
、
「
少
女
に
代
わ
っ
て
私
た
ち

が
怒
り
の
声
を
あ
げ
る
」
と
米
軍
犯
罪
に
対
す
る
激
し
い
怒
り
が
再

び
爆
発
、
米
軍
基
地
再
編
反
対
・
縮
小
・
撤
去
を
求
め
る
国
民
の
世

論
は
全
国
に
広
が
り
ま
し
た
。

国
民
の
切
実
な
要
求
が
「
ね
じ
れ
国
会
」
を
作
り
出
し
、
大
企
業

の
正
規
雇
用
の
拡
大
な
ど
「
政
治
は
変
え
ら
れ
る
」
と
い
う
確
信
が

つ
よ
ま
っ
て
い
ま
す
。
支
持
率
が
低
下
す
る
一
方
の
福
田
内
閣
は
、

そ
の
窮
地
脱
出
を
海
外
派
兵
恒
久
法
づ
く
り
や
新
た
な
改
憲
議
員
同

盟
な
ど
、
日
米
同
盟
・
財
界
優
先
の
政
界
再
編
か
大
連
立
を
策
動
し
、

さ
ら
に
党
利
党
略
で
小
選
挙
区
制
の
手
直
し
も
画
策
し
て
い
ま
す
。

同
盟
の
国
会
請
願
は
五
月
十
三
日
で
す
。
参
議
院
で
は
民
主
党
は

じ
め
野
党
が
多
数
を
し
め
て
お
り
、
こ
れ
ま
で
の
請
願
活
動
と
異
な

り
、
紹
介
議
員
が
増
加
す
る
局
面
も
展
望
で
き
ま
す
。

同
盟
創
立
四
〇
周
年
と
い
う
記
念
す
べ
き
年
、
再
び
戦
争
と
暗
黒

政
治
を
ゆ
る
さ
ぬ
私
た
ち
の
運
動
は
、
「
政
治
を
変
え
る
」
大
き
な

う
ね
り
の
一
翼
を
に
な
っ
て
い
ま
す
。
請
願
署
名
を
広
げ
、
国
会
請

願
を
成
功
さ
せ
ま
し
ょ
う
。
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青
森
県

五
〇
七
四
筆
、
団
体
二
一
〇
。
署
名

は
目
標
の
八
三
％
。
県
内
で
は
弘
前
支

部
の
奮
闘
が
大
き
く
、
署
名
目
標
の
三

八
％
に
。
民
主
団
体
の
集
会
に
参
加
し

て
署
名
を
訴
え
て
い
る
の
が
宣
伝
に
も

な
っ
て
い
る
。
署
名
を
勧
め
る
会
員
は

三
割
弱
。
こ
れ
を
増
や
し
た
い
。
知
人
・

友
人
・
隣
近
所
へ
の
訴
え
は
教
訓
的
。

秋
田
県
（
県
ニ
ュ
ー
ス
よ
り
）

目
標
二
万
。
二
万
一
〇
八
〇
筆
、
団

体
七
六
八
。
こ
の
到
達
の
八
〇
％
が
秋

田
支
部
に
よ
る
も
の
で
、
五
〇
％
に
満

た
な
い
支
部
も
多
い
。
四
月
下
旬
を
最

終
集
約
と
し
、
各
支
部
は
残
る
期
間
、

総
会
で
確
認
し
た
自
主
目
標
を
達
成
す

る
段
取
り
を
具
体
化
し
、
全
会
員
に
署

名
用
紙
を
届
け
て
協
力
を
呼
び
か
け
る
。

労
組
・
民
主
団
体
に
お
願
い
し
た
署
名

を
残
さ
ず
回
収
す
る
。

山
形
県

九
〇
〇
三
筆
、
団
体
四
〇
九
。
一
一

支
部
中
目
標
達
成
支
部
は
山
形
、
鶴
岡
、

酒
田
の
三
支
部
。
地
方
議
会
請
願
採
択

を
活
用
し
て
紹
介
議
員
に
署
名
を
依
頼
、

社
民
党
市
議
（
山
形
市
）
か
ら
労
組
な

ど
六
〇
〇
筆
（
昨
年
四
〇
〇
筆
）
集
約

さ
れ
て
い
る
。福

島
県

二
七
五
二
筆
、
団
体
六
四
。
会
員
の

高
齢
化
が
進
ん
で
い
る
が
、
四
月
を
特

別
月
間
と
し
て
取
り
組
む
。

労
組
・
民
主
団
体
に
「
署
名
の
お
願

い
」
を
送
る
。
全
会
員
の
訪
問
で
一
会

員
一
〇
筆
を
取
り
組
む
。

茨
城
県

一
七
八
九
筆
、
団
体
四
〇
。
三
月
七

日
の
日
本
共
産
党
演
説
会
で
署
名
統
一

行
動
、
十
一
名
の
参
加
で
二
〇
一
筆
の

署
名
（
過
去
最
高
）
。

団
体
の
協
力
で
は
署
名
集
約
が
遅
れ

た
が
、
オ
ル
グ
等
を
強
め
る
。

埼
玉
県

三
五
七
五
筆
、
団
体
三
二
。
県
下
坂

戸
市
の
会
員
が
中
心
に
毎
年
労
組
へ
の

申
入
れ
で
従
業
員
全
員
か
ら
の
署
名
を

い
た
だ
く
が
春
闘
後
に
集
約
と
な
る
。

毎
年
の
三
・
一
三
重
税
反
対
で
署
名
の

訴
え
が
定
着
。

東
京
都

一
万
三
八
五
三
筆
、
団
体
一
九
一
。

全
国
水
準
を
下
回
っ
て
い
る
が
、
全
会

員
運
動
、
申
し
入
れ
て
あ
る
団
体
へ
の

再
要
請
集
約
を
強
め
る
。

神
奈
川
県

五
六
九
七
筆
、
団
体
九
三
。
三
・
一

三
重
税
反
対
統
一
行
動
は
例
年
の
取
り

組
み
で
、
各
支
部
と
も
行
動
に
入
っ
た
。

二
月
段
階
で
支
部
役
員
会
で
討
議
し
た

支
部
は
団
体
署
名
も
前
進
し
て
い
る
。
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作
家
の
五
木
寛
之
は
、
今
の

日
本
は
「
う
つ
の
時
代
」
だ

と
言
っ
て
い
る
そ
う
だ
。
彼

が
何
を
指
し
て
言
っ
て
い
る

か
知
ら
な
い
が
、
出
口
の
塞
が
れ
た
よ

う
な
こ
の
国
の
〃
乱
れ
〃
を
、
作
家
ら

し
い
感
性
で
表
現
し
て
い
る
の
で
は
な

い
か
▼
石
川
啄
木
が
「
時
代
閉
塞
の
現

状
」
を
書
い
た
の
は
一
九
一
〇
年
、
今

か
ら
百
年
前
。
啄
木
は
大
逆
事
件
に
衝

撃
を
受
け
、
弾
圧
の
元
凶
と
し
て
の
強

権
（
天
皇
制
）
に
突
き
当
た
り
、
社
会

主
義
に
傾
斜
し
て
い
っ
た
▼
先
頃
、
共

産
党
の
志
位
和
夫
委
員
長
と
経
済
同
友

会
終
身
幹
事
の
品
川
正
治
氏
の
「
響
き

合
い
対
談
」
を
読
ん
だ
。
両
氏
は
お
お

い
に
意
気
投
合
し
て
、
憲
法
九
条
を
誇

ら
か
に
語
り
、
ア
メ
リ
カ
べ
っ
た
り
の

日
本
資
本
主
義
の
ゆ
が
み
を
指
弾
し
た

▼
さ
ら
に
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
を
は
じ
め
、
ラ

テ
ン
ア
メ
リ
カ
で
も
ア
フ
リ
カ
で
も
平

和
友
好
の
共
同
体
が
発
展
し
て
い
る
こ

と
に
触
れ
、
品
川
氏
は
「
私
な
ん
か
も

…
『
新
し
い
社
会
主
義
』
と
い
う
こ
と

を
考
え
ざ
る
を
え
な
く
な
る
ん
で
す
」

と
財
界
幹
部
と
し
て
は
驚
く
べ
き
発
言

で
対
談
を
結
ん
で
い
た
。
夢
の
あ
る
対

談
に
勇
気
を
も
ら
っ
た
。
（
佐
）

五
月
の
国
会
請
願
へ

各
地
の
署
名
行
動
、
最
後
の
追
い
込
み

五
月
十
三
日
の
国
会
請
願
へ
向

け
て
、
全
国
各
地
の
同
盟
会
員
の

皆
さ
ん
が
署
名
行
動
に
全
力
投
球

中
で
す
。
映
画
「
母
べ
え
」
や

「
多
喜
二
」
ブ
ー
ム
と
い
わ
れ
る

今
年
、
治
安
維
持
法
に
対
す
る
関

心
も
広
が
り
、
同
盟
も
創
立
四
〇

周
年
、
三
・
一
五
弾
圧
八
〇
周
年

と
い
う
記
念
す
べ
き
年
に
ふ
さ
わ

し
い
状
況
で
す
。
こ
こ
で
各
地
の

取
り
組
み
を
紹
介
し
ま
す
。



静
岡
県

一
二
二
六
筆
、
団
体
四
五
。
①
新
し

い
分
野
に
協
力
を
広
げ
る
取
り
組
み
、

女
性
部
確
立
の
た
め
の
女
性
史
講
座
の

参
加
者
組
織
と
結
び
つ
け
た
労
組
・
団

体
へ
の
協
力
の
申
入
れ
。
こ
れ
ま
で
の

実
績
を
当
た
り
き
る
労
組
・
団
体
訪
問
、

個
人
の
協
力
な
ど
各
支
部
の
取
り
組
み

が
強
ま
っ
て
い
る
②
特
徴
と
し
て
、

「
母
べ
え
」
鑑
賞
運
動
が
労
組
・
団
体

で
取
り
組
ま
れ
て
い
て
、
団
体
署
名
へ

の
理
解
が
広
が
っ
て
い
る
③
し
か
し
目

標
到
達
は
遅
れ
て
い
る
。
取
り
組
み
強

化
の
緊
急
対
策
を
強
め
る
。

石
川
県

一
一
三
二
筆
、
団
体
一
〇
七
。

新
潟
県

七
七
二
七
筆
、
団
体
一
九
四
。
県
本

部
顧
問
が
三
四
〇
筆
集
め
る
な
ど
全
県

で
奮
起
し
て
い
る
。

富
山
県

昨
年
の
実
績
一
三
〇
〇
筆
、
団
体
署

名
七
五
を
越
え
た
い
。

三
重
県

署
名
は
現
在
一
二
八
八
筆
、
団
体
八

三
。
月
一
回
の
理
事
会
は
開
い
て
き
て

い
る
が
、
役
員
の
任
務
が
十
分
果
た
し

き
れ
て
い
な
い
。
今
後
週
単
位
く
ら
い

で
署
名
依
頼
・
集
約
を
し
た
い
。

和
歌
山
県

三
七
七
七
筆
、
団
体
一
八
七
。
三
・

一
三
重
税
反
対
集
会
で
は
四
ヵ
所
、
七

九
四
筆
。
高
教
組
が
分
会
ま
で
取
り
組

ん
で
い
た
だ
き
六
〇
〇
筆
近
い
集
約
。

滋
賀
県

二
一
五
七
筆
、
団
体
一
三
。
労
組
の

協
力
で
こ
こ
ま
で
き
た
が
、
会
員
の
取

り
組
み
が
遅
れ
て
い
る
。
三
・
一
三
重

税
反
対
集
会
も
県
本
部
の
取
り
組
み
が

大
事
。
会
員
を
オ
ル
グ
し
目
標
に
突
進
。

兵
庫
県

五
七
三
一
筆
、
団
体
八
七
。
①
三
・

一
三
重
税
反
対
行
動
で
六
会
場
、
八
五

五
筆
②
三
支
部
の
取
り
組
み
で
全
体
の

推
進
力
（
全
体
の
六
六
％
）
に
な
っ
て

い
る
③
小
西
副
会
長
が
訴
え
を
つ
く
り

知
人
、
活
動
家
に
直
接
署
名
を
わ
た
し
、

三
八
五
筆
集
め
た
。

鳥
取
県

四
五
〇
九
筆
、
団
体
一
六
四
。
三
月

十
五
日
現
在
で
昨
年
最
終
四
二
一
六
筆

を
越
え
た
。

こ
れ
は
①
医
療
生
協
労
組
・
国
公
関

係
・
学
校
等
団
体
の
協
力
②
自
主
目
標

を
突
破
し
前
進
す
る
女
性
部
③
個
人
協

力
者
、
力
持
ち
会
員
の
奮
闘
④
支
部
体

制
を
強
め
て
い
る
西
部
支
部
の
努
力
に

支
え
ら
れ
て
き
た
。
今
後
全
会
員
に
依

拠
し
た
活
動
ス
タ
イ
ル
を
追
求
。

広
島
県

一
八
七
〇
筆
、
団
体
一
〇
二
。
集
会

等
で
役
員
中
心
に
署
名
を
集
め
て
い
る
。

民
主
団
体
等
へ
の
団
体
署
名
と
労
組
組

合
員
か
ら
の
個
人
署
名
を
再
度
訴
え
て

い
く
。

徳
島
県

三
月
十
五
日
に
県
本
部
総
会
を
開
催
。

「
蟹
工
船
」
を
上
映
、
参
加
者
八
〇
人

に
署
名
を
い
た
だ
い
た
。

高
知
県

三
六
〇
八
筆
、
団
体
六
四
。
県
下
四

支
部
中
二
支
部
が
目
標
達
成
。
こ
こ
で

は
目
標
達
成
の
た
め
の
支
部
会
議
を
開

き
取
り
組
み
強
化
の
意
思
統
一
を
し
た
。

高
知
市
役
所
の
労
組
が
昨
年
に
続
き

組
合
全
体
の
署
名
（
昨
年
は
四
〇
〇
筆
）

を
集
め
て
い
た
だ
い
た
。
「
母
べ
え
」

を
観
た
体
の
不
自
由
な
女
性
が
今
日
五

筆
ま
た
五
筆
と
集
め
て
い
た
だ
い
た
り
、

治
安
維
持
法
犠
牲
者
が
親
類
に
い
た
と

い
う
人
か
ら
カ
ン
パ
と
署
名
一
〇
筆
が

届
け
ら
れ
た
。福

岡
県

九
九
〇
〇
筆
、
団
体
一
二
〇
。
福
岡

支
部
五
〇
〇
〇
筆
、
直
方
支
部
四
〇
〇

〇
筆
。

川
口
伊
智
子
副
会
長
は
五
〇
〇
筆
を

越
え
る
署
名
を
集
め
た
。
署
名
用
紙
は

各
支
部
と
各
会
員
に
返
信
用
封
筒
を
同

封
し
て
三
月
十
五
日
に
届
け
た
。

長
崎
県

取
り
組
み
が
遅
れ
た
。
今
後
メ
ー
デ
ー

や
赤
旗
ま
つ
り
な
ど
、
集
会
で
も
大
い

に
取
り
組
み
た
い
。
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国
会
請
願
の
日
は
五
月
十
三
日
（
火
）
午
前
11
時
。

集
合
場
所
は
衆
議
院
第
一
議
員
会
館
第
一
会
議
室
。



マ
ル
ク
ス
が
、
娘
た
ち
か
ら
、
「
あ

な
た
の
幸
福
感
は
？
」
と
尋
ね
ら
れ
た

と
き
、
「
た
た
か
う
こ
と
」
と
答
え
た

の
は
有
名
な
話
で
す
。
私
が
愛
好
す
る

チ
ャ
ー
リ
ー
・
チ
ャ
ッ
プ
リ
ン
も
、

「
人
生
と
は
息
つ
く
ひ
ま
も
な
い
た
た

か
い
の
代
名
詞
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い

ま
す
。
そ
う
な
の
で
す
。
誰
し
も
、
一

つ
し
か
な
い
人
生
で
す
。
そ
の
人
生
を

生
き
る
意
義
は
ど
こ
に
あ

る
の
か
を
考
え
な
い
人
は

い
な
い
は
ず
で
す
。

私
た
ち
は
い
ま
閉
塞
感

た
だ
よ
う
二
十
一
世
紀
初

頭
の
日
本
の
社
会
に
生
き

て
い
ま
す
。
目
先
の
問
題

だ
け
に
眼
を
う
ば
わ
れ
て
い
る
と
、
結

局
、
明
日
、
明
後
日
に
流
さ
れ
て
し
ま

う
だ
け
で
す
。
や
は
り
、
大
切
な
こ
と

は
、
「
歴
史
に
学
び
、
現
実
を
み
つ
め
、

未
来
を
き
り
ひ
ら
く
」
と
い
う
見
地
だ

と
思
い
ま
す
。

心
強
い
こ
と
に
、
ち
か
ご
ろ
、
よ
う

や
く
日
本
で
も
映
画
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル

を
通
し
て
、
あ
る
い
は
地
道
な
顕
彰
活

動
の
成
果
と
し
て
の
出
版
物
や
講
演
会

な
ど
に
よ
っ
て
、
「
歴
史
に
学
ぶ
」
と

い
う
風
潮
が
醸
成
さ
れ
て
き
ま
し
た
。

日
本
国
憲
法
に
か
ん
し
て
の
映
画

「
日
本
の
青
空
」
、
治
安
維
持
法
が
ら

み
の
「
母
べ
え
」
、
小
林
多
喜
二
ブ
ー

ム
と
も
い
う
べ
き
出
版
、
講
演
会
な
ど

な
ど
が
そ
れ
で
す
。

先
駆
者
た
ち
が
残
し
て
く
れ
た
経
験

や
教
訓
を
生
か
し
て
こ
そ
、
い
ま
の
た

た
か
い
や
運
動
が
重
み
や
厚
さ
を
増
す

の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

本
書
は
、
治
安
維
持
法
犠
牲
者
国
家

賠
償
要
求
同
盟
の
機
関
紙
「
不
屈
」
に

連
載
さ
れ
て
き
た
「
抵
抗
の
群
像
」
を

と
り
ま
と
め
て
、
同
盟
40
周
年
を
記
念

し
て
刊
行
さ
れ
た
も
の
で
す
。
一
読
し

て
感
動
を
覚
え
る
の
は
、
こ
の
日
本
に

も
、
若
い
こ
ろ
か
ら
、
た
た
か
い
つ
つ

学
び
、
学
び
つ
つ
た
た
か
っ
た
先
輩
た

ち
が
無
数
に
い
た
と
い
う
事
実
を
具
体

的
に
知
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
こ
と

で
す
。

数
年
前
、
私
が
八
十
歳
を
迎
え
た
と

き
に
、
全
国
の
教
え
子
、
知
人
・
友
人

た
ち
が
、
「
傘
寿
記
念
誌
」
と
し
て

『
感
動
あ
れ
ば
生
涯
青
春
』
と
い
う
本

を
刊
行
し
て
私
に
プ
レ
ゼ
ン
ト
し
て
く

れ
ま
し
た
。
私
は
こ
の
『
抵
抗
の
群
像
』

を
通
読
し
て
、
新
た
な
感
動
を
覚
え
ま

し
た
の
で
、
ま
た
一
歩
青
春
に
近
づ
い

た
感
じ
で
す
。

「
治
安
維
持
法
っ
て
何
？
」
「
教
育

勅
語
っ
て
？
」
と
思
っ
て
い
る
若
い
人

た
ち
に
と
く
に
心
を
こ
め
て
本
書
を
推

せ
ん
し
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。
青
年

と
い
う
の
は
、
ど
ん
な
時
代
で
も
、
ど

こ
の
国
で
も
、
無
条
件
に
、
も
っ
と
も

純
粋
で
、
も
っ
と
も
正
義
感
に
富
み
、

も
っ
と
も
エ
ネ
ル
ギ
ー
や
行
動
力
に
富

ん
で
い
る
世
代
の
人
た
ち
な
の
で
す
。

と
こ
ろ
が
、
い
ま
の
日
本
は
、
受
験

本
位
の
た
め
、
若
い
人
た
ち
に
日
本
の

近
・
現
代
史
を
学
ば
せ
て
い
な
い
の
で

す
。
若
い
人
た
ち
が
日
本
の
近
・
現
代

史
に
う
と
い
の
は
、
青
年
達
の
責
任
で

は
な
く
て
、
ひ
と
え
に
日
本
の
支
配
層

の
教
育
政
策
に
こ
そ
そ
の
責
任

が
あ
る
の
で
す
。

本
書
は
、
そ
う
い
う
日
本
の

弱
点
や
欠
陥
部
分
を
補
い
、
埋

め
合
わ
せ
る
に
足
る
教
科
書
な

い
し
読
み
も
の
と
し
て
の
価
値

を
十
分
に
も
っ
て
い
る
と
確
信

し
て
い
ま
す
。
ま
さ
し
く
「
群
像
」
と

い
う
言
葉
を
う
ら
づ
け
る
か
の
よ
う
に
、

北
か
ら
南
ま
で
日
本
列
島
各
地
に
、
生

命
が
け
で
た
た
か
っ
た
先
輩
た
ち
が
い

た
こ
と
を
知
る
こ
と
を
介
し
て
、
自
分

の
生
き
る
う
え
で
の
指
針
を
見
出
す
糸

口
を
こ
の
本
か
ら
つ
か
み
と
っ
て
ほ
し

い
と
願
っ
て
や
み
ま
せ
ん
。

（
国
際
政
治
学
者
）

『
抵
抗
の
群
像
』
第
一
集
。

定
価

一
五
〇
〇
円
・
送
料
別
。

こ
購
入
は
同
盟
各
都
道
府
県
、
あ
る
い

は
中
央
本
部
へ
お
申
し
込
み
を
。
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【
特
別
寄
稿
】
『
抵
抗
の
群
像
』を
読
む

不
屈
に
た
た
か
っ
て
こ
そ

畑

田

重

夫



す
で
に
太
平
洋
戦
争
が
は
じ
ま
っ
て

い
て
、
拡
大
す
る
侵
略
戦
争
に
国
民
を

か
り
た
て
る
た
め
に
、
最
後
の
ジ
ャ
ー

ナ
リ
ズ
ム
の
息
の
根
を
止
め
よ
う
と
し

た
の
が
「
横
浜
事
件
」
。
こ
と
し
三
月

十
四
日
、
最
高
裁
は
上
告
を
棄
却
し
て

「
免
訴
」
の
確
定
判
決
。
「
免
訴
」
と

は
、
犯
罪
の
有
無
を
た
し
か
め
る

こ
と
な
く
裁
判
を
打
ち
切
る
処
置

で
、
法
律
が
廃
止
さ
れ
た
り
、
有

罪
判
決
の
効
力
を
な
く
す
「
大
赦
」

が
お
こ
な
わ
れ
た
場
合
の
判
決
で
、

一
九
四
五
年
十
月
十
五
日
の

治
安
維
持
法
の
廃
止
と
、
被

告
全
員
釈
放
を
「
大
赦
」
と

し
て
い
ま
す
。

横
浜
事
件
の
特
徴
は
、
①
一
九

四
二
年
か
ら
四
五
年
に
か
け
長
期

的
な
弾
圧
事
件
②
約
六
十
人
逮
捕

さ
れ
、
そ
の
う
ち
の
半
分
三
十
人
が
敗

戦
後
の
八
月
、
九
月
に
な
っ
て
有
罪
判

決
を
受
け
た
③
特
高
警
察
は
占
領
軍
か

ら
の
処
罰
を
避
け
て
、
裁
判
関
係
資
料

を
焼
却
、
証
拠
い
ん
め
つ
を
は
か
っ
た

④
四
人
を
獄
死
さ
せ
る
ほ
ど
は
げ
し
い

拷
問
と
女
性
被
告
に
性
的
暴
行
、
陵
辱

が
行
わ
れ
た
⑤
戦
後
七
年
た
っ
て
、
そ

の
拷
問
・
陵
辱
の
犯
行
者
と
し
て
特
高

警
察
官
三
人
が
処
罰
さ
れ
た
こ
と
な
ど
。

最
高
裁
判
決
は
、
本
来
東
京
高
裁
に

差
し
戻
し
、
新
証
拠
に
も
と
づ
き
再
審

を
お
こ
な
う
よ
う
指
示
す
べ
き
で
し
た
。

裁
判
所
は
再
審
を
決
定
し
な
が
ら
、
三

審
を
通
じ
て
い
ざ
本
番
で
は
一
切
再
審

を
し
な
い
奇
妙
な
判
決
に
推
移
。

再
審
が
お
こ
な
わ
れ
る
と
、
特

高
警
察
の
凶
暴
な
拷
問
と
陵
辱
の

実
相
が
世
に
明
ら
か
に
さ
れ
、
横

浜
事
件
に
と
ど
ま
ら
す
治
安
維
持

法
関
連
事
件
の
す
べ
て
が
、
当
時

の
天
皇
制
政
府
と
裁
判
所
の
権
力

犯
罪
と
し
て
、
歴
史
的
断
罪
が
さ

れ
る
可
能
性
が
生
ま
れ
ま
す
。

治
安
維
持
法
の
廃
止
と
、
被
告

全
員
の
即
時
釈
放
や
資
格
回
復
を

決
め
た
「
勅
令
」
に
は
、
「
将
来

に
向
か
っ
て
刑
の
宣
告
の
言
い
渡

し
を
受
け
ざ
り
し
も
の
」
と
規
定
。
ポ

ツ
ダ
ム
宣
言
の
履
行
を
指
示
す
る
占
領

軍
命
令
に
も
と
づ
く
勅
令
で
、
す
べ
て

の
治
安
維
持
法
被
告
を
「
無
罪
以
上
と

し
て
解
決
し
た
法
的
決
着
」
と
し
て
意

義
づ
け
る
べ
き
で
、
名
誉
回
復
の
裏
付

け
と
し
て
の
「
国
の
謝
罪
と
賠
償
」
の

政
治
決
着
こ
そ
残
さ
れ
て
い
る
課
題
だ

と
お
も
い
ま
す
。
（
元
）
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時の焦点

布
施
辰
治
は
、
一
八
八
〇
（
明
治
一

三
）
年
、
宮
城
県
牡
鹿
郡
蛇
田
村
（
現

石
巻
市
）
の
農
家
に
生
ま
れ
ま
し
た
。

一
九
〇
二
年
明
治
法
律
学
校
（
明
治
大

学
の
前
身
）
を
卒
業
し
、
判
事
検
事
登

用
試
験
に
合
格
し
、
一
九
〇
三
年
東
京

弁
護
士
会
に
登
録
し
ま
し
た
。

二
一
年
、
神
戸
の
三
菱
造
船
と
川
崎

造
船
の
大
争
議
の
中
で
上
村
進
弁
護
士

ら
と
自
由
法
曹
団
を
結
成
。
共
産
党
弾

圧
の
三
・
一
五
事
件
大
阪
統
一
公
判
で

は
、
懲
戒
裁
判
に
か
け
ら
れ
弁
護
士
資

格
を
は
く
奪
さ
れ
ま
し
た
。
そ
の
後
、

日
本
労
農
弁
護
団
の
一
斉
検
挙
で
懲
役

二
年
の
実
刑
で
、
再
び
弁
護
士
資
格
を

は
く
奪
。
戦
後
は
、
自
由
法
曹
団
の
再

結
成
、
日
本
労
農
救
援
会
（
後
の
日
本

国
民
救
援
会
）
中
央
委
員
長
、
三
鷹
・

松
川
事
件
、
メ
ー
デ
ー
事
件
の
弁
護
な

ど
、
正
義
と
真
実
を
求
め
て
、
明
治
、

大
正
、
昭
和
の
五
十
年
間
を
民
衆
の
弁

護
に
さ
さ
げ
、
一
九
五
三
（
昭
和
二
八
）

年
九
月
十
三
日
逝
去
。
享
年
七
十
三
歳
。

碑
文
は
「
世
の
た
め
に
い
ば
ら
の
道

を
ひ
ら
き
た
る

先
覚
者
」
裏
に
は
、

「
布
施
先
生
三
周
忌
に
み
ん
な
で
こ
れ

を
建
て
た

一
九
五
五
年
九
月
十
三
日

発
起
人

秋
田
雨
雀
、
大
山
郁
夫
、

松
本
治
一
郎
、
馬
島
僴
、
平
野
義
太
郎
、

黒
田
寿
男
、
細
川
嘉
六
、
藤
森
成
吉
、

長
野
国
助
、
渡
鳴
浗
、
細
迫
兼
光
、
関

鑑
子
、
小
野
俊
一
、
中
村
高
一
、
久
松

儀
作
、
神
近
市
子
、
上
村
進
、
河
原
崎

長
十
郎
、
神
道
寛
次
、
田
坂
貞
夫
。

実
行
委
員

難
波
英
夫
、
宮
崎
政
三
、

韓
升
元
、
浅
野
万
次
郎
、
太
田
慶
太
郎
、

山
本
辰
雄
、
青
柳
盛
雄
、
南
巌
、

許
基
連
ら
十
六
人

他
三
一
〇
名
」

と
刻
ま
れ
、
活
躍
の
広
さ
を
う
か

が
わ
せ
て
い
ま
す
。

布
施
家
墓
所
（
東
京
都
豊
島
区

南
池
袋
２
ー
20
ー
7
常
在
寺
）
に

建
っ
て
い
ま
す
。

（
田
中
幹
夫
）

「
世
の
た
め
に
い
ば
ら
の
道
を
ひ
ら
き
た
る
先
覚
者
」

布
施
辰
治
偲
び
各
界
著
名
人
ら
が
建
立

「横浜事件」の最高裁判決
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一
九
二
二
年
三
月
三
日
、
京
都
市
岡

崎
公
会
堂
で
全
国
水
平
社
の
創
立
総
会

が
開
か
れ
た
。
日
本
共
産
党
の
創
立
大

会
が
開
か
れ
る
四
ヵ
月
前
で
あ
る
。
水

平
社
創
立
の
中
心
に
な
っ
た
の
は
、
い

ず
れ
も
奈
良
県
南
葛
城
郡
掖
上
村
柏
原

の
阪
本
清
一
郎
、
清
原
一
隆
（
西
光
万

吉
）
、
駒
井
喜
作
の
三
名
で
、
い
ず
れ

も
二
九
歳
か
ら
二
五
歳
ま
で
の
青
年
で

あ
っ
た
。

「
水
平
社
」
の
名
は
、
阪
本
清
一
郎

が
、
一
七
世
紀
に
イ
ギ
リ
ス
の
農
民
が

労
働
者
と
と
も
に
決
起
し
た
「
リ
ベ
ラ
ー

ズ
」
（
水
平
者
）
に
ヒ
ン
ト
を
得
て
名

づ
け
た
も
の
で
あ
る
。
水
平
社
宣
言
は

西
光
万
吉
の
作
で
、
冒
頭
の
言
葉
「
全

国
に
散
在
す
る
特
殊
部
落
民
よ
団
結
せ

よ
」
は
、
マ
ル
ク
ス
の
共
産
党
宣
言
の

最
後
の
一
句
、
「
万
国
の
労
働
者
団
結

せ
よ
」
に
な
ら
っ
た
も
の
で
あ
る
。

「
水
平
社
は
か
く
し
て
生
ま
れ
た
。

人
の
世
に
熱
あ
れ
、
人
間
に
光
り
あ
れ
」

と
水
平
社
宣
言
は
結
ば
れ
て
い
る
。
こ

の
水
平
社
に
よ
っ
て
、
木
村
京
太
郎
の

人
生
に
熱
と
光
が
与
え
ら
れ
た
。

木
村
京
太
郎
は
、
阪
本
ら
の
育
っ
た

柏
原
か
ら
五
キ
ロ
余
り
の
地
、
南
葛
城

郡
大
正
村
小
林
（
ど
ち
ら
も
今
は
御
所

市
）
に
一
九
〇
二
（
明
治
35
）
年
六
月

十
九
日
に
生
ま
れ
た
。
京
太
郎
が
一
歳

の
時
に
父
が
亡
く
な
り
、
十
歳
の
時
に

母
が
他
家
へ
再
婚
し
た
が
、
祖
母
が
京

太
郎
の
兄
と
姉
、
京
太
郎
の
三
人
を
育

て
た
。

京
太
郎
は
小
林
小
学
校
を
卒
業
し
て

御
所
高
等
小
学
校
へ
進
む
が
、
全
く
祖

母
と
兄
の
お
か
げ
だ
っ
た
。
高
等
小
学

校
で
は
、
教
師
か
ら
も
生
徒
か
ら
も
部

落
差
別
の
言
動
を
受
け
た
が
、
京
太
郎

は
そ
れ
に
へ
こ
た
れ
ず
、
二
年
間
皆
勤
、

一
九
一
六
（
大
正
5
）
年
三
月
に
優
秀

な
成
績
で
高
等
小
学
校
を
卒
業
し
た
。

京
太
郎
は
中
学
へ
行
き
た
か
っ
た
が
、

そ
ん
な
こ
と
が
言
え
る
家
庭
の
状
況
で

は
な
か
っ
た
。
卒
業
後
は
親
代
わ
り
の

兄
の
家
業
で
あ
る
麻
裏
草
履
製
造
業
を

手
伝
っ
た
。
勉
強
好
き
の
京
太
郎
に
、

兄
は
当
時
の
通
信
教
育
で
あ
っ
た
大
日

本
国
民
中
学
会
（
会
長
尾
崎
行
雄
）
の

講
義
録
を
取
り
寄
せ
て
く
れ
た
。

昼
は
家
業
を
手
伝
い
な
が
ら
中
学
講

義
録
で
勉
強
し
、
夜
は
週
三
回
農
業
補

修
学
校
に
通
っ
て
、
教
わ
る
よ
り
も
助

教
を
つ
と
め
た
。
学
校
の
教
師
に
な
っ

て
、
青
年
や
村
人
に
自
覚
を
促
し
、
差

別
を
受
け
な
い
よ
う
な
部
落
に
し
た
い
。

自
分
も
差
別
さ
れ
な
い
よ
う
な
人
間
に

な
る
こ
と
が
念
願
だ
っ
た
。

高
小
卒
業
の
翌
年
、
六
〇
人
ほ
ど
で

小
林
青
年
団
を
つ
く
り
、
十
六
歳
の
若

さ
で
青
年
団
長
に
選
ば
れ
た
。
一
九
二

二
（
大
正
11
）
年
四
月
に
大
正
村
に
も

高
等
小
学
校
が
で
き
た
。
こ
の
学
校
で

開
校
の
翌
月
、
生
徒
間
に
部
落
差
別
事

件
が
起
こ
っ
た
。
小
林
区
民
大
会
で

「
差
別
待
遇
廃
止
」
な
ど
の
要
求
を
ま

と
め
、
翌
日
青
年
団
を
先
頭
に
三
百
名

ほ
ど
が
ラ
ッ
パ
を
吹
い
て
学
校
へ
行
進
、

校
長
に
決
議
文
を
つ
き
つ
け
た
。
御
所

警
察
署
か
ら
「
事
情
を
聞
き
た
い
」
と

呼
び
出
さ
れ
、
そ
の
ま
ま
拘
留
、
起
訴

さ
れ
、
七
〇
日
余
り
監
獄
暮
ら
し
を
し

た
。
こ
れ
が
木
村
京
太
郎
の
最
初
の
権

力
と
の
闘
い
だ
っ
た
。

大
正
村
小
学
校
事
件
は
、
水
平
社
を

は
じ
め
全
国
の
解
放
運
動
者
の
関
心
を

集
め
、
木
村
京
太
郎
の
名
は
広
く
知
ら

れ
た
。
兄
と
二
人
で
家
業
に
励
む
と
い

う
生
活
は
で
き
な
く
な
っ
た
。
木
村
京

太
郎
は
全
国
水
平
社
本
部
常
任
理
事
と

な
り
、
各
地
の
闘
い
に
参
加
し
、
水
平

社
の
機
関
紙
発
行
に
力
を
注
ぎ
、
同
志

た
ち
と
の
連
絡
、
情
報
交
換
に
意
を
注

い
だ
。
そ
し
て
一
九
二
八
年
の
三
・
一

五
弾
圧
で
逮
捕
・
投
獄
さ
れ
、
治
安
維

持
法
違
反
で
五
年
、
福
岡
連
隊
事
件
で

三
年
の
計
八
年
の
懲
役
刑
を
受
け
た
。

戦
後
、
新
し
い
条
件
の
中
で
の
解
放

闘
争
が
始
ま
っ
た
。
部
落
解
放
運
動
の

中
に
部
落
民
以
外
は
全
て
差
別
者
で
敵

だ
と
す
る
潮
流
が
現
れ
た
。
木
村
京
太

郎
は
、
部
落
解
放
運
動
の
中
に
分
裂
を

も
た
ら
し
、
人
民
の
た
た
か
い
に
困
難

を
も
た
ら
す
こ
の
一
派
を
厳
し
く
批
判

し
た
。
社
団
法
人
部
落
問
題
研
究
所
を

設
立
し
、
常
任
理
事
と
し
て
部
落
問
題

を
正
し
く
、
理
論
的
に
解
明
す
る
仕
事

に
力
を
注
い
だ
。
一
九
八
八
年
六
月
十

一
日
死
去
。
八
五
歳
。

（
同
盟
奈
良
県
本
部

上
野

晃
）

部
落
解
放
と
国
民
融
合
を
め
ざ
し
て

木
村
京
太
郎
の
こ
と
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二
〇
〇
五
年
か
ら
〇
七
年
ま
で
の
二

年
間
、
小
泉
純
一
郎
自
公
政
権
が
イ
ラ

ク
に
自
衛
隊
を
派
兵
、
国
内
に
あ
っ
て

は
貧
困
と
格
差
を
広
げ
た
弱
肉
強
食
の

「
構
造
改
革
」
路
線
を
強
引
に
す
す
め

た
。
こ
れ
を
引
き
継
い
だ
安
倍
晋
三
政

権
は
、
防
衛
庁
を
防
衛
省
に
、
第
二
の

憲
法
と
い
わ
れ
る
教
育
基
本
法
を
改
悪
、

憲
法
改
正
の
た
め
の
国
民
投
票
法
も
強

行
採
決
。
日
本
の
戦
後
を
否
定
し
、
戦

前
へ
の
回
帰
を
し
ゃ
に
む
に
に
推
進
し

た
。
が
、
〇
七
年
七
月
の
参
院
選
で
破

綻
し
、
政
権
を
投
げ
捨
て
た
。
そ
の
後

誕
生
し
た
福
田
康
夫
政
権
も｢

構
造
改

革｣

路
線
と
ア
メ
リ
カ
追
随
の
基
本
は

変
え
て
い
な
い
。
本
書
は
こ
う
し
た
情

勢
下
の
映
画
界
の
状
況
と
映
画
評
論
を

ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。

第
一
章
、
映
画
が
自
由
で
な
か
っ
た

頃
、
映
画
法
の
時
代
―
映
画
を
二
度
と

戦
争
の
道
具
に
し
な
い
た
め
に
、
第
二

章
、
憲
法
九
条
を
守
り
ぬ
く
映
画
人
の

活
動
、
第
三
章
、
山
田
和
夫
の
シ
ネ
マ

＆
レ
ク
チ
ャ
ー･

リ
ポ
ー
ト
、
第
四
章
、

二
〇
〇
五
年
か
ら
〇
七
年
の
外
国
映
画
、

第
五
章
、
二
〇
〇
五
年
か
ら
〇
六
年
の

日
本
映
画
、
第
六
章
、
〇
七
年
反
戦
反

核
平
和
へ
高
揚
す
る
映
画
と
映
画
人
、

か
ら
編
ま
れ
て
い
る
。

そ
の
中
で
第
四
章
で
は
、
『
白
バ
ラ

の
祈
り
』
を
は
じ
め
十
一
本
。
第
五
章

で
は
『
太
陽
』
な
ど
八
本
の
評
論
は
、

私
事
な
が
ら
見
た
い
と
思
い
な
が
ら
見

損
な
っ
た
映
画
の
紹
介
で
あ
り
が
た
い
。

第
六
章
は
、
安
倍
内
閣
の
憲
法
九
条

を
改
悪
し
「
美
し
い
国
づ
く
り
」
「
戦

後
レ
ジ
ー
ム
か
ら
の
脱
却
」
の
動
き
に
、

多
数
の
映
画
人
が
立
ち
上
が
り
、
反
戦

平
和
、
反
核
、
日
本
の
現
実
と
真
正
面

か
ら
向
き
合
う
映
画
が
困
難
な
な
か
で

旺
盛
に
制
作
さ
れ
た
こ
と
を
立
証
し
て

い
る
。
（
幹
）

同
盟
歌
壇

碓
田
の
ぼ
る
選

新
潟
県

加
茂
川
ハ
ル
子

「
鬼
は
外
」
と
言
い
つ
つ
八
十
路
の
我
が
心
欲
の
鬼
ど
も
居
座
り
続
け
る

〈
評
〉
自
分
の
中
に
住
む
欲
を
鬼
と
歌
っ
て
い
る
が
、
よ
く
読
む
と
積
極
的
な
意
欲

を
こ
う
表
現
し
た
よ
う
に
も
思
え
る
。

東
京
都

す
ゞ
木
す
み
江

北
斎
館
出
で
し
信
濃
は
春
浅
く
雪
解
の
風
が
頬
を
逆
撫
づ

ゆ

き

げ

〈
評
〉
春
浅
い
信
州
へ
の
旅
行
詠
で
あ
る
。
北
斎
館
は
、
栗
菓
子
で
有
名
な
小
布
施

に
あ
る
葛
飾
北
斎
の
美
術
館
で
あ
る
。

か

つ

し

か

東
京
都

若
林

義
文

改
憲
派
の
極
右
首
魁
の
中
曽
根
よ
り
先
に
は
死
な
ぬ
非
戦
の
吾
は

〈
評
〉
戦
後
き
っ
て
の
改
憲
推
進
派
の
中
曽
根
元
首
相
が
生
き
て
い
る
限
り
、
た
た

か
う
た
め
に
死
ね
な
い
と
す
る
強
い
決
意
。

静
岡
県

江
川

佐
一

花
も
ち
て
演
壇
に
立
つ
平
山
さ
ん
か
ら
だ
全
体
で
「
ち
ひ
ろ
」
を
語
る

〈
評
〉
「
平
山
さ
ん
」
が
か
り
に
不
明
で
も
「
か
ら
だ
全
体
で
」
の
表
現
で
、
そ
の

人
柄
も
、
ち
ひ
ろ
の
魅
力
も
浮
か
ぶ
。

宮
崎
県

天
水

貞
照

コ
マ
打
ち
て
山
に
ね
か
せ
し
二
年
間
実
り
の
秋
は
心
待
た
る
る

〈
評
〉
「
森
林
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
で
、
シ
イ
タ
ケ
原
木
へ
の
コ
マ
打
ち
」
と
附
記
し

て
あ
っ
た
。
そ
の
成
果
を
待
つ
心
で
あ
る
。

和
歌
山
県

中
平

喜
祥

「
大
逆
事
件
」
が
観
光
資
源
に
な
る
と
い
う
わ
が
人
生
も
遥
か
な
り
け
り

〈
評
〉
上
句
と
下
句
の
つ
な
が
り
が
わ
か
り
に
く
い
が
、
「
大
逆
事
件
」
の
真
実
が

理
解
さ
れ
な
か
っ
た
時
代
の
回
想
。

岐
阜
県

和
田

昌
三

漬
物
も
ワ
イ
ン
も
猪
も
持
ち
寄
り
て
年
金
者
組
合
の
宴
始
ま
る

し

し

〈
評
〉
各
自
が
あ
る
も
の
を
持
ち
寄
る
と
い
う
こ
と
で
、
年
金
者
組
合
の
宴
の
楽
し

さ
が
具
体
的
に
表
現
さ
れ
て
い
る
。

福
井
県

元
山

章
一
郎

紅
梅
の
い
ま
を
さ
か
り
と
咲
き
に
け
る
署
名
の
足
も
し
ば
し
と
ど
め
つ

〈
評
〉
署
名
活
動
の
一
コ
マ
。
作
者
は
紅
梅
の
咲
き
誇
る
姿
に
心
が
奪
わ
れ
て
い
る
。

一
首
に
安
ら
ぎ
の
思
い
が
あ
る
。

東
京
都

山
崎

元

選
挙
後
に
大
連
立
の
企
図
あ
れ
ば
わ
が
命
題
は
大
き
躍
進

〈
評
〉
体
制
の
行
き
づ
ま
り
打
開
を
、
国
民
無
視
の
大
連
立
に
か
け
る
画
策
、
そ
れ

ゆ
え
に
国
民
の
立
場
に
立
つ
真
の
革
新
を
と
。

注
・
毎
月
の
原
稿
締
め
切
り
は
十
五
日
で
す
。
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

書 棚

｢

現
在
映
画
評
論
―
映
画
が
自
由
を
奪
わ
れ
な
い
た
め
に｣

羽
渕
三
良
著

光
陽
出
版
社
刊

定
価
七
〇
〇
円



近
日
発
行
の
「
治
安
維
持
法
と
現
代
」

〇
八
年
春
季
号
は
、
三
・
一
五
大
弾
圧

80
周
年
、
同
盟
創
立
40
周
年
特
集
号
で

す
。◇

三･

一
五
特
集
で
は
、
荻
野
富
士

夫･

小
樽
商
科
大
学
教
授
の
「
三･
一
五

事
件
連
鎖
―
小
林
多
喜
二
に
触
れ
て
」

を
は
じ
め
、
東
京･

山
崎
元
、
大
阪･

柳

河
瀬
精
、
京
都
・
岡
本
康
、
愛
知･

田

中
邦
雄
、
兵
庫･

佐
野
陽
三
、
福
岡
・

堺
広
毅
各
氏
の
「
わ
が
郷
土
の
三･

一

五
」
。
六
十
八
年
後
に
公
開
さ
れ
た
帝

国
議
会
衆
院
本
会
議
秘
密
会
で
の
政
府

の
「
共
産
党
事
件
の
報
告
」
と
、
衆
院

委
員
会
で
の
山
本
宣
治
議
員
の
「
三･

一
五
事
件
追
及
」
の
議
事
録
。

◇
創
立
四
〇
周
年
特
集
で
は
、
同
盟

中
央
本
部
の
「
声
明
」
、
斉
藤
喜
作
元

同
盟
中
央
本
部
事
務
局
長
と
、
中
央
顧

問･

松
崎
濱
子
、
宮
城･

大
川
芳
夫
、
島

根･

金
森
ひ
ろ
た
か
、
大
分
・
立
川
義

人
の
犠
牲
者
四
氏
の
思
い
と
期
待
な
ど
。

﹇
実
証
・
治
安
維
持
法
弾
圧
﹈
は
、

「
山
代
吉
宗

そ
の
道
」
呑
川
泰
司
氏
。

﹇
葛
飾
ビ
ラ
事
件
﹈
で
は
、
原
告
・

荒
川
庸
生
氏
の
「
東
京
高
裁
不
当
判
決
」

と
松
井
繁
明
弁
護
団
長
の
「
司
法
は

『
権
力
の
笛
』
を
吹
く
な
」
。

﹇
わ
が
郷
土
の
顕
彰
運
動
﹈
は
、

｢

反
戦
川
柳
作
家
鶴
彬
の
顕
彰
碑
を
大

阪
城
に
＝
大
阪｣

岩
佐
ダ
ン
吉
氏
、

「
労
働
運
動
と
共
産
主
義
運
動
の
先
覚

者
片
山
潜
＝
岡
山
」
片
岡
五
百
樹
氏
。

﹇
日
本
と
世
界
の
戦
争
博
物
館
﹈
は
、

中
国
山
西
省
の
「
八
路
軍
太
行
記
念
館｣

根
本
ト
モ
オ
氏
。

﹇
話
題
を
読
む
﹈
は
「
映
画
『
母
べ

え
』
の
主
人
公
に
寄
せ
て
多
喜
二
の
火

を
継
い
で
き
た
新
島
繁
」
藤
田
廣
登
氏
。

「
林
直
道
ス
ケ
ッ
チ

二
月
堂
裏
参
道
」

「
レ
ッ
ド･

パ
ー
ジ
」
田
中
光
春
氏
な

ど
、
学
習
の
好
材
料
が
満
載
で
す
。

山
形
県
鶴
岡
支
部
「
池
田
勇
作
・
妻
郁

を
追
悼
す
る
会
」
に
二
五
〇
人
参
加

三
月
十
五
日
、
鶴
岡
生
協
「
こ
ぴ
あ
」

で
開
か
れ
、
地
元
鶴
岡
市
出
身
の
治
安

維
持
法
犠
牲
者
池
田
勇
作
・
郁
夫
妻
の

残
さ
れ
た
文
学
作
品
を
ま
と
め
た
遺
作

集
『
魂
の
道
標
へ
ー
池
田
勇
作
と
妻
の

奇
跡
』
が
池
田
道
正
氏
に
よ
っ
て
出
版

さ
れ
た
こ
と
な
ど
報
告
さ
れ
、
元
衆
院

議
員
松
本
善
明
氏
は
講
演
の
中
で
、

「
全
国
各
地
に
ま
だ
ま
だ
多
く
の
犠
牲

者
が
い
る
。
今
後
も
調
査
活
動
を
進
め

て
ほ
し
い
」
と
期
待
が
寄
せ
ら
れ
ま
し

た
。
（
鶴
岡
田
川
支
部

須
藤
美
也
子
）

第
61
回
解
放
運
動
無
名
戦
士

追
悼
会
ひ
ら
く

第
61
回

解
放
運
動

無
名
戦
士

合
葬
追
悼

会
が
三
月

十
八
日
東

京
・
日
比

谷
公
会
堂

で
行
わ
れ
、
新
た
に
一
〇
五
〇
人
が
合

葬
。
治
安
維
持
法
国
賠
同
盟
の
推
薦
で

は
、
中
西
三
洋
会
長
を
は
じ
め
石
坂
貞

人
元
理
事
長
、
青
山
照
明
、
渡
辺
タ
ケ
、

吉
田
千
代
子
三
人
の
元
副
会
長
な
ど
三

四
名
が
合
葬
さ
れ
ま
し
た
。
同
盟
は
毎

年
「
実
行
委
員
会
」
に
参
加
し
、
追
悼

会
成
功
の
た
め
に
貢
献
し
て
い
ま
す
、

今
年
も
メ
ッ
セ
ー
ジ
の
紹
介
を
小
池
荘

一
事
務
局
次
長
が
行
い
ま
し
た
。

〈
三
月
の
寄
贈
図
書
〉

「
日
本
の
軍
事
費
ー
巨
大
な
無
駄
と
利

権
」
安
保
破
棄
中
央
実
行
委
員
会

頒

価
四
〇
〇
円

「
反
戦
・
平
和
へ

先
駆
け
た
青
春
ー

久
木
興
治
郎

不
屈
の
た
た
か
い
」
西

田
清

滋
賀
県
本
部

頒
価
五
〇
〇
円

「
秋
田
・
反
骨
の
肖
像
」
工
藤
一
紘

イ
ズ
ミ
ヤ
出
版

定
価
一
六
〇
〇
円

「
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク

小
林
多
喜
二
の
東

京
」
編
集
委
員
会
編

学
習
の
友
社

定
価
一
一
〇
〇
円

３
月
８
日

国
際
女
性
デ
ー
中
央
大
会

３
月
11
日

国
際
人
権
活
動
日
本
委
員

会
幹
事
会

３
月
14
日

「
９
条
世
界
会
議
」
実
行

委
員
会

３
月
15
日

「
多
喜
二
の
文
学
を
語
る

つ
ど
い
」
協
賛

３
月
17
日

「
不
屈
」
編
集
会
議

３
月
18
日

第
61
回

解
放
運
動
犠
牲

者
合
葬
追
悼
会

３
月
19
日

同
盟
40
周
年
記
念
行
事
実

行
委
員
会

３
月
20
日

「
３
・
20
」
中
央
集
会
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事

務

局

日

誌

三･

一
五
弾
圧
80
周
年

同
盟
創
立
40
年
記
念
特
集

「
治
安
維
持
法
と
現
代
」
08
年
春
季
号

近
日

発
行


